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独立行政法人工業所有権情報・研修館 第３期中期目標 

 

平成２３年 ３月 

変更 平成２７年１１月 

経 済 産 業 省 

 

 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「情報・研修館」という。）は、特許庁

に対する相談への対応、審査・審判資料の収集及び公報の閲覧並びに特許流通の促進の

ための事業を実施していた特許庁の施設等機関「工業所有権総合情報館」を、平成１３

年４月に独立行政法人として移行設立した法人である。設立以来、二度の業務移管を経

て、情報・研修館は、産業財産権関連情報の提供のための基礎的インフラと知的財産に

関する専門人材の育成のためのノウハウを保有する総合支援機関として、柔軟で機動的

な組織運営や予算執行が可能な独立行政法人制度の特長を活かし、特許庁と連携しなが

ら産業財産権制度を支える「情報」と「人」という基盤の整備・強化に向けて、ユーザ

ーサービスの向上と業務運営の効率化に取り組んできた。 

 

 我が国が持続的な成長を実現していくには、我が国の強みをいかすことのできる成長

分野を中心にイノベーションを創出し、知的財産を国内外において適切に保護・活用し

ていくことが重要である。技術の高度化・複雑化や経済のグローバル化の深化を背景と

して、オープン・イノベーションの進展による知的財産の活用の重要性の高まり、イノ

ベーション創出における中小企業や大学の役割の増大、世界的な特許出願の急増など、

近年の知的財産を取り巻く国内外の環境は大きく変化している。 こうした中、「新成

長戦略」（平成２２年６月１８日閣議決定）においては、「イノベーション創出のため

の制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行う」、「中小企業の知財活用を促

進する」との方向性が示されているところであり、産業財産権の「情報」「人」のイン

フラ整備・強化を担う情報・研修館の役割はますます重要となっている。  

  

 一方で、独立行政法人については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決定）において、すべての独立行政法人の見直しの方向性

が示され、情報・研修館については、「独立行政法人の形態で行うことが真に効率的が

どうか、制度的見直しの中で、国の判断・責任の下で実施することを検討する」とされ

ている。また、特許庁が進める「特許庁業務・システム最適化計画」に基づく特許庁新

システム稼働に伴い、情報・研修館の業務の一部は当該システムにおいて対応可能とな

ることから情報・研修館の事業としては廃止する予定である。 

  

 以上の基本認識を踏まえ、情報・研修館が行っている業務は産業財産権制度の基盤的

業務として必要不可欠との前提のもと、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」に基づき業務の抜本的見直しに向け検討を進めつつ、これまで情報・研修館が提供

してきたサービスの維持・向上と業務運営の効率化の両立を図っていくものとする。 

 

 

 

Ⅰ 中期目標の期間 
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 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 （５年間） 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

情報・研修館が行う業務は、パリ条約上設置が義務づけられている「中央資料館」と

しての公報閲覧業務、特許庁の相談窓口業務、特許公報等の産業財産権情報の提供、審

査・審判に不可欠な資料の整備等産業財産権制度に必要不可欠な基盤的業務である。 

今後、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく審査官・審判官等

特許庁職員研修の実施主体を含めた見直しを行うほか、「特許庁業務・システム最適化

計画」に基づく特許庁新システム稼働後の情報・研修館のすべての業務の在り方につい

て、「独立行政法人工業所有権情報・研修館の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告

の方向性」や政府全体の独立行政法人の組織及び制度的見直しの議論も踏まえ、審査・

審判関係図書等整備業務の特許庁自らの実施、工業所有権普及業務を特許庁からの外部

委託とする等国が直接実施すべきものであるか精査しつつ、国の判断・責任の下で実施

することを含め検討し抜本的に見直しを行うこととしている。 

上記の見直しの検討を進めていく間にあっても、産業財産権制度を支える「情報」と

「人」の重要性は不変であり、引き続き情報・研修館において、サービスの向上と業務

の効率化の両立を追求しながら的確な事業実施を行っていくとともに、特許活用の促

進・国際的な制度調和・中小企業等幅広いユーザーの利便性向上等、政府の知的財産政

策の方向性を踏まえた新たなニーズに対応したサービスの重点的な提供を行うことと

し、今後の知的財産政策を巡る情勢変化にも機動的な対応を図りつつ以下の事業を実施

する。 

 

 

１．工業所有権情報の提供 

 

［工業所有権情報普及業務］工業所有権情報の普及及び内容の充実 

 

 出願人の出願や審査請求等を支援するとともに、審査・審判の迅速化に資するため、

内外の最新の工業所有権情報を収集し、これを出願人などのユーザーにインターネット

を利用して常時提供するとともに、その活用を支援する。また、迅速かつ的確な審査の

実施に資するため、諸外国の工業所有権庁との審査情報の交換を促進する。 

 

（１）ユーザーに対する工業所有権情報の普及・提供 

 特許電子図書館について、「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく状況も踏

まえ、制度改正・国際関係への対応、不具合対応やユーザーニーズの中でも真に備える

べき機能等必要不可欠なものについて経費の増大を招かないよう費用対効果を精査し

つつ、工業所有権情報がより幅広く簡便に利用されるための基礎的インフラとしてサー

ビスの向上を図る（この結果、年間の検索回数８，０００万回以上を維持する）。その

際、ユーザーの要請により的確に対応するため、閲覧業務及び相談業務との連携を図る。

また、特許庁の提供する一次情報を基に多様な高付加価値サービスの提供を行う特許情

報提供事業者との協力、相互補完関係を構築しつつユーザーにおける工業所有権情報の

効率的な活用に資するため、特許庁における審査経過等の情報を標準的なフォーマット

に変換し、外部に提供する。 

 

（２）他国の工業所有権庁との工業所有権情報の交換及び情報の活用 

 ユーザーニーズに応えるとともに特許庁の審査等に資するため、他国の工業所有権情
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報の収集、保管及び管理を行うとともに、ユーザーの要請の強い工業所有権情報につい

て和文抄録を作成し、一般に提供する。また、他国における我が国出願人の権利の的確

な保護に貢献するため、特許庁が保有する工業所有権情報の英文抄録を作成し、他国の

工業所有権庁に提供する。 

 

（３）審査結果等情報の提供システムの整備・運用 

 他国における的確な審査を促進し、我が国出願人のこれらの国における迅速かつ的確

な権利取得に貢献するため、特許庁が行った審査の結果や出願書類等に関する情報を機

械を用いて英訳して他国の工業所有権庁に提供するシステムを整備し、運用する。 

 

 

［工業所有権関係公報等閲覧業務］中央資料館としての工業所有権情報の提供 

 

 公報等の閲覧におけるユーザーの利便性向上を図るため、相談業務及び工業所有権情

報普及業務とも連携しつつ、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく「中央資料館」

として、ユーザーに対して工業所有権情報を確実に提供する。 

 

（１）中央資料館としての確実な情報提供 

 「中央資料館」として、内外の工業所有権情報・文献を収集し、閲覧室を通じて工業

所有権に係る確実な情報提供を行う。特に我が国の公報情報については、公報発行日に

即日閲覧に供するものとする。 

 

（２）閲覧サービスの向上 

 出願人などのユーザーがより高度な検索が可能な閲覧用機器（特許庁の審査官が使用

するコンピュータ端末と同等機能の端末）を閲覧室等に整備し、サービスの充実を図る。

閲覧用機器については、「特許庁業務・システム最適化計画」の進展による工業所有権

情報普及業務の効率化に合わせ、ユーザーの利用状況に応じて見直しを行う。 

 

 

［審査・審判関係図書等整備業務］審査・審判関係資料の充実及び閲覧等サービスの向

上 

 

 迅速かつ的確な審査の実現に不可欠な技術文献等の審査・審判関係資料の収集・管理

を一層充実させるとともに、ユーザーに対する閲覧等のサービスの向上を図る。 

 

（１）審査・審判に関する技術文献等の充実 

 国内外の最新の技術水準を適時に把握できるよう、特許協力条約に規定する国際調査

の対象となる文献（ミニマムドキュメント）や特許公報以外の技術文献（非特許文献）

に加え、カタログ等の公知資料について最新のものを収集し、提供する。 

 

（２）閲覧等サービスの向上 

 閲覧環境の一層の整備を図るため、収集した技術文献の閲覧等に必要な検索ツールの

整備や文献リストの提供を行う。 
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［工業所有権相談等業務］相談サービスの充実 

 

 中小・ベンチャー企業等のユーザーに対する利便性向上の観点から、工業所有権に関

する相談サービスの強化を図る。 

 

（１）相談への迅速な対応 

 面接・電話のほかあらゆる形態の相談に対応するとともに、相談形態ごとに回答期限

（原則、来館及び電話での相談については直ちに、文書及び電子メールでの相談につい

ては１開館日以内）を設けることにより、それらに迅速に対応する。 

 

（２）他機関との連携 

 相談サービスの充実を図るため、日本弁理士会、社団法人発明協会、中小企業支援機

関等との連携を図り、工業所有権全般に渡って効率的な相談体制の整備を行う。その一

環として、工業所有権に係る基本的な相談は他の機関でも実施がなされるよう、これら

の機関に相談ノウハウの提供を行う。 

 

 

［情報システム業務］情報提供業務等の基盤となる情報システムの整備 

 

 最新の情報通信技術を活用して出願人などのユーザーの利便性の向上に資するため、

情報提供業務などの円滑な実施に必要な情報システムの整備を図る。 

 

（１）電子出願ソフトの整備・管理及び利用の促進 

 電子出願の促進・定着を図るため、電子出願ソフトの整備・管理を行うとともにユー

ザーに対する普及活動、操作方法等に関する支援を行う。 

電子出願ソフトについては、「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく状況も

踏まえ、制度改正等必要不可欠なものを除き経費の増大を招かないよう費用対効果を精

査しつつ利便性向上に努める。 

 

（２）公報システム等の整備・管理 

 ユーザーの利便性の向上を図るため、公報の発行又は利用に必要な公報システム、出

願書類管理システム及び出願マスタデータの整備・管理を行う。 

公報システム等については、「特許庁業務・システム最適化計画」の進ちょく状況も

踏まえ、制度改正等必要不可欠なものを除き経費の増大を招かないよう努める。 

 

（３）審査・審判に必要な資料等の電子データの整備 

 迅速かつ的確な審査に資するため、審査・審判に必要な資料等の電子データの作成等

を行い、データベースを構築する。 

 

 

２．知的財産情報の高度活用による権利化の推進 

 

［知的財産情報の高度活用による権利化の推進業務］新たなイノベーション創出に向け

た革新的・基盤的技術の権利化支援 
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新たなイノベーションを創出していくためには、研究成果の的確な権利化を推進する

知的財産戦略が極めて重要であるから、研究開発機関等（大学、研究開発コンソーシア

ム、企業等）に対して、知的財産マネジメントに関する専門人材による支援及び知的財

産情報の高度な活用が活発に行われるための環境整備を行うことにより、知的財産情報

の高度活用による権利化等が推進されることを目標とする。 

 

（１）人材活用による研究開発機関等の知的財産情報を通じた戦略策定支援 

 新たなイノベーション創出が期待される革新的な成果や海外での事業展開が期待さ

れる技術を有する研究開発機関等を対象として、知的財産マネジメントに関する専門人

材により、国内外の知的財産情報の収集・分析や高度な活用を通じた、研究の初期段階

より研究成果の活用を見据えた戦略、海外市場での事業を見据えた戦略の策定を知的財

産の視点から支援する。支援先の選定・評価にあたっては、外部有識者により構成され

る委員会を設置する等適切な方法を採用することにより、事業の効率化及び透明性の確

保に努める。 

 

（２）知的財産戦略に取り組む大学のすそ野の拡大 

大学等から創出される産業界に有用な技術を確実に把握・選別し、知的財産情報を活

用することにより適切な権利保護・活用を行える仕組みづくりを加速するため、知的財

産マネジメントに関する専門人材が大学等における知的財産管理体制の構築等を支援

する。 

 

（３）知的財産情報活用のための環境整備 

 開放特許（権利譲渡又は実施許諾の用意のある特許）やリサーチツール特許に関する

情報の広く一般への提供及び国内外における知的財産情報の共有、知的財産活用に関す

る取組の情報交換、知的財産活用に関わる者のネットワーク形成等を行う機会の提供に

よる知的財産情報の活用のための環境整備を行う。 

 

 

３．知的財産関連人材の育成 

 

［人材育成業務］人材育成業務の着実な実施 

 

 知的財産に関連する行政の円滑な実施及び知的財産関連人材の充実を図るため、特許

庁が有する専門的な知識、経験及びノウハウを提供すること等を通じて、知的財産立国

の担い手である知的財産関連人材の育成を推進する。 

なお、審査官・審判官等特許庁職員に対する研修及び民間企業等の知的財産人材の育

成のための研修については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づ

き業務の実施主体を含め抜本的な見直しに向けた検討を行うことを踏まえ、見直しまで

の間については、引き続き情報・研修館において着実に各種研修業務を実施することと

する。 

 

（１）特許庁職員に対する研修 

 特許庁の業務を円滑に遂行するため、知的財産政策を取り巻く環境の変化に対応しつ

つ、特許庁職員の育成研修を着実に実施する。 

 

（２）調査業務実施者の育成研修 
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 「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」に基づく登録調査機関の調査

業務実施者を育成するための研修を着実に実施するとともに、新たに登録調査機関

の調査能力を高めるための研修を実施する。 

 

（３）行政機関・民間企業等の人材に対する研修 

 公益的見地から中立・公平に実施することを基本に、行政機関や民間企業等において

知的財産権に関する業務に従事する者の実務的な知見や先行技術調査能力を高めるた

めの研修を効果的に実施するとともに、中小・ベンチャー企業等に対してはより参加し

やすい形態での研修を実施する。 

その際には、受講者数やその推移、費用対効果及び市場化テストの実施結果を踏まえ、

独立行政法人として実施する必要性について講座ごとに厳格に検証し、必要な見直しを

行う。 

 

（４）情報通信技術を活用した学習機会の提供 

 特許庁職員を含む知的財産に関連する人材に対して行っている情報通信技術を活用

した自己研鑽の機会の提供を充実させる。 

 

（５）人材育成に資する情報の提供及び実践的な能力構築の支援 

 知的財産権に関する実践的な知識及び経験を備えた人材の育成に資するため、知的財

産権の重要性に係る意識の啓発及び醸成に必要な情報や資料の整備、提供を行うこと等

により、実践的な能力構築を支援する。 

 

（６）海外の知的財産人材育成機関との連携・協力の推進 

経済のグローバル化の進展に伴い、国際的に知的財産が適切に保護される環境の整備

が世界的な課題となっている中、特許審査ハイウエイ、ＰＣＴ等各国特許庁の国際分業

が進み、人材育成の一層の国際協力の必要性が高まっていることにかんがみ、海外の知

的財産人材育成機関との連携・協力を推進する。 

 

 

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 これまで情報・研修館が提供してきた国民向けサービスの維持・向上を図りつつ、さ

らなる業務運営の効率化に努める。 

 

１．業務の効果的な実施 

独立行政法人の特長を最大限に活かし、その目標達成に適応した人材の的確な配置や

柔軟な組織運営を行い、業務の効果的な実施を図る。また、他機関との連携に向けた取

組も含め、業務内容に応じた民間事業者等の能力の効果的活用を推進する。 

 

２．業務運営の合理化 

 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月２９日各府省

情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、国の行政機関の取組に準じて、業

務・システムに係る監査の実施、刷新可能性調査の実施により、既に策定された「特許

庁業務・システム最適化計画」（平成１６年１０月５日策定、平成２１年１０月３０日

改定）と連動しつつ、業務・システムの最適化を推進する。 
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また、「特許庁業務・システム最適化計画」に基づく特許庁新システムの稼働に伴い

情報・研修館の事業が一部廃止される予定であることを踏まえ、同システムの稼働に向

け、情報・研修館の組織・体制の計画的な縮小・合理化を行う。 

 

３．業務の適正化 

運営費交付金を充当して行う業務については、第三期中期目標期間中、新規追加・

拡充部分を除き、一般管理費について中期目標期間終了時までに中期目標期間中の初年

度と比べて１５％程度の効率化を行うとともに、業務経費について平成２２年度限りで

廃止となる工業所有権情報流通等業務を除いた上で期間中平均で前年度比１％程度の効

率化を行う。 

また、委託等により実施する業務については、情報・研修館が策定した「調達等合理

化計画」に基づく取組を着実に実施し、一者応札・応募解消を含め契約の適正化を推進

するとともに、密接な関係にあると考えられる法人との契約にあたっては、一層の透明

性の確保を追求する。 

 

４．給与水準の適正化 

給与水準の適正化の取組を継続するため、給与水準に係る目標水準・目標期限を設定

して計画的に取り組むとともに、その検証結果、取組状況を公表する。また、総人件費

については、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づく国

家公務員の定員の純減目標（平成１８年度から５年間で５％以上の純減）に準じた取組

を「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決

定）を踏まえ平成２３年度まで継続するとともに、中期目標期間を通じて国家公務員に

おける総人件費改革の取組を踏まえて着実に実施する。 

 

５．内部統制の充実・強化 

総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から通知される事項等も活用し、内部統制

の充実・強化を図る。また、「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏

まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進する。 

 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

１．財務内容の透明性の確保 

 積極的な情報提供により財務内容の透明性を確保する観点から、経理事務や財務諸表

の作成に外部の知見を積極的に活用するよう努める。 

 

２．効率化予算による運営 

 運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこ

ととし、毎年度の運営費交付金額の算定にあたっては、運営費交付金債務の発生状況に

も留意した上で厳格に行う。 

 

３．自己収入の確保 

 事業の目的を踏まえつつ受益者負担の適正化と自己収入の確保に努める。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１．ユーザーフレンドリーな事業展開 

 非公務員型の特長を活用し、弾力的な勤務形態の導入などを通じたユーザーサービス

の一層の向上を目指す。また、ユーザーニーズの業務への機敏な反映を図るとともに、

内部組織間の相互補完・協力を一層拡大するため、必要な組織の見直しを行う。 

 

２．特許庁との連携 

 高い専門性に基づく信頼性の高いサービスを安定的にかつ確実に提供していくとと

もに、情報・研修館と特許庁の両者の業務の効率化に資するよう、引き続き人事交流を

含めた特許庁との密接な連携を図る。 

 

３．広報・普及活動の強化 

 知的財産に係る総合支援を目指し、ユーザーサービスの広報・普及活動の強化に積極

的に努める。  

 


